
 

     (報 告) 

   東郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 東郷町国民健康保険税条例（昭和３８年東郷町条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第３項ただし書中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

 第２３条第１項中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第２号中「２８５，

０００円」を「２９万円」に改め、同項第３号中「５２万円」を「５３５，０００

円」に改める。 

 第２３条の２中「第２４条の２」を「第２４条の２第１項」に改める。 

 第２４条の２第２項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明す

る書類」を「又は雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定するものをい

う。）」に改める。 

 附則第３項中「第２３条第１項」を「第２３条」に、「同項」を「同条第１項」

に改める。 

 附則第４項、第５項、第７項から第１０項まで、第１３項及び第１４項中「第２

３条第１項の」を「第２３条の」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の東郷町国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 

 

第２条第３項関係（賦課限度額） 

 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分 

賦課限度額 ６５０，０００円 
２２０，０００円 

[２００，０００円] 
１７０，０００円 

※[  ]内は令和４年度の賦課限度額 

第２３条関係第１項関係（国民健康保険税の減額） 
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７割 総所得金額が 43 万円 以下 総所得金額が 43 万円 以下 

５割 
総所得金額が 43 万円＋29 万円×

被保険者数 以下 

総所得金額が 43 万円＋28 万 5 千

円×被保険者数 以下 

２割 
総所得金額が 43 万円＋53 万 5 千

円×被保険者数 以下 

総所得金額が 43 万円＋52 万円×

被保険者数 以下 
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